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青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
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事
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吾
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森
県
規
則
第
六
十
五
号

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和

四
十
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。五

船
員
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
者

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
六
号

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

第
五
号｣
を

｢
第
四
号｣

に
改
め
、
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と

し
、
同
項
第
五
号
中

｢

前
各
号｣

を

｢
前
三
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。

第
一
号
様
式
の
そ
の
一
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
の
そ
の
三
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号)

附
則
第
四
十
二
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
者
に
係
る
訓
練
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
学
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
七
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
学
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
学
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則

(

昭
和
四

十
二
年
十
月
青
森
県
規
則
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

第
十
三
条
第
二
号｣

を

｢

第
十
八
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
項
第
二

号
中｢

エ
ま
で｣

を｢

ウ
ま
で｣

に
改
め
、
イ
を
削
り
、
ウ
を
イ
と
し
、
同
号
エ
中｢

か
ら
ウ
ま
で｣

を

｢
又
は
イ｣

に
改
め
、
同
エ
を
同
号
ウ
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号)

附
則
第
四
十
二
条
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有
・
無

ア
雇
用
保
険

失
業
給
付

有
・
無

イ
船
員
保
険

失
業
給
付

有
・
無

ウ
国
家
公
務

員
退
職
手

当

有
・
無

エ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
給
付
に
相

当
す
る
給
付
で
あ
つ
て
地
方
公
共
団

体
の
支
給
す
る
も
の

有
・
無

ア
雇
用
保
険
失
業
給

付

有
・
無

イ
国
家
公
務
員
退
職

手
当

有
・
無

ウ
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
給
付
に
相
当
す

る
給
付
で
あ
つ
て
地
方
公
共
団
体
の

支
給
す
る
も
の

雇
用
保
険
求

職
者
手
当

船
員
失
業
給

付
金

国
家
公
務
員
等
失

業
者
退
職
手
当

生
活
保
護

雇
用
保
険
求
職
者
手

当
国
家
公
務
員
等
失
業

者
退
職
手
当

生
活
保
護
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第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
者
に
係
る
傷
病
見
舞
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当

さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

さ
さ
き
歯
科
医
院

中
央
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

五
所
川
原
市
字
田
町
一
八
一
の
七

む
つ
市
中
央
二
丁
目
五
の
五

平
成
��

･

��･

�

��･

�･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

つ
る
た
調
剤
薬
局
中
央
店

菜
の
花
ク
リ
ニ
ッ
ク

中
央
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
強
巻
字
押
上
一
の
五

上
北
郡
横
浜
町
字
三
保
野
一
四
五
の
一

む
つ
市
中
央
二
丁
目
五
の
五

平
成
��･

��･

�

〃��･

�･

�

事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

和
田

静
子

下
北
郡
東
通
村
大
字

白
糠
字
家
ノ
上
四
三

の
四

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン｢

和｣

下
北
郡
東
通
村
大
字

白
糠
字
家
ノ
上
四
三

の
四

平
成

��･

�･

�

� �
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
九
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
外
ヶ
浜
第
四
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
加
入
区
に
係
る
特
定
第
一
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る
要

件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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氏

名

住

所

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

鎌
田

龍
栄

八
戸
市
大
字
新
井
田

字
法
光
野
一
の
一

見
城
接
骨
院

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
法
光
野
一
の

一

平
成

��

･

�･

��

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ヘ
ル
シ
ー
ク
ラ
ブ

ア
ベ
イ

青
森
市
長
島
一
丁
目
六
の
六

ク
ロ
ス
タ
ワ
ー
ア
・
ベ
イ
一
Ｆ

平
成
��･

�･

�

外
ヶ
浜
第
四
区
域

外
ヶ
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
字
蟹
田
、
字
下

蟹
田
、
字
上
蟹
田
、
字
蟹
田

丑
ヶ
沢
、
字
蟹
田
中
師
宮
本

の
区
域

１

主
と
し
て
底
建
網
漁
業

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
村
中
二
九

南
谷

雅
人

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
村
中
三
四

石
田

長
智

尻
屋
加
入
区

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
磯
谷
二
三
二

田
中

勝
年

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
磯
谷
一
〇
三
の
一

東
出

一
夫

佐
井
村
第
四
区
域

佐
井
村
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
の
う

ち
、
大
字
佐
井
字

磯
谷
の
区
域

主
と
し
て
底
建
網
漁

業

五
所
川
原
市
十
三
深
津
一
三
四秋
田
谷

又
三
郎

五
所
川
原
市
十
三
羽
黒
崎
一
三
三
の
二
〇

内
藤

正
雄

十
三
区
域

十
三
漁
業
協
同
組

合
の
地
区

底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
し
じ
み
漁
業

� �



� �

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

東
北
防
衛
局

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

移
転
措
置
事
業)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

三
沢
市
五
川
目
地
区
、
大
字
三
沢
地
区

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
三
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
西
五
番
町
三
の
一
七

有
限
会
社
下
斗
米
教
材

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
七
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

十
和
田
市
西
五
番
町
三
の
一
七

公

告

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
地
売
買
等
事
業(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。)

農
地
貸
付
信
託
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
事
業

を
い
う
。)

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号(

病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー

ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
の
表
中

青 森 県 報�������	�
� �� 第3179号
� �



� �
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を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
五
日
現
在
に
お
け
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

四
、
〇
〇
七

人

二

西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
、
七
四
三

人
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ほ
っ
と
ハ
ウ
ス

〃

大
字
尻
内
町
字
熊
ノ
沢
三
五
の
一

ほ
っ
と
ハ
ウ
ス

〃

大
字
尻
内
町
字
熊
ノ
沢
三
五
の
二

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


